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(57)【要約】
本発明の実施形態は、放射性医薬品のカプセルを取り扱
う間の放射線に対する被曝を減少させることに関する。
特に、一部の実施形態において、充分に細長い取り扱い
デバイスが開示されており、該充分に細長い取り扱いデ
バイスは、放射線遮蔽筐体の中に挿入され得、該放射線
遮蔽筐体は、放射性医薬品の容器を保持し、その中には
放射性医薬品のカプセルが配置されている。取り扱いデ
バイスは、放射性医薬品の容器に接続され得、次に、放
射性医薬品の容器が、取り扱いデバイスを介して、放射
線遮蔽筐体から取り外され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射性医薬品のカプセルを取り扱う間の放射線に対する被曝を減少させる方法であって
、
　充分に細長い取り扱いデバイスを放射線遮蔽筐体の中に挿入することであって、該放射
線遮蔽筐体は、放射性医薬品の容器を含み、該放射性医薬品の容器には、その中に放射性
医薬品のカプセルが配置されている、ことと、
　該取り扱いデバイスを該放射性医薬品の容器に接続することと、
　該取り扱いデバイスを介して該放射線遮蔽筐体から放射性医薬品の容器を取り外すこと
と
　を包含し、該挿入することと、該接続することと、該取り外すこととは、該デバイスの
ユーザと該放射性医薬品の容器との間で少なくとも最低限の所定の距離を維持することを
包含する、方法。
【請求項２】
　テストチャンバの中に前記放射性医薬品の容器を配置することと、前記放射性医薬品の
カプセルの放射能の含有量を測定することとを包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記取り扱いデバイスを介して前記放射線遮蔽筐体の中に前記放射性医薬品の容器を戻
すことと、該放射性医薬品の容器から該取り扱いデバイスの接続を断つこととを包含する
、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記接続することは、前記放射性医薬品のカプセルを遮蔽材料で覆うことを包含し、該
覆うことは、該放射性医薬品のカプセルから放射された放射線をさえぎることを包含する
、請求項１～請求項３のうちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記接続することは、前記放射性医薬品の容器の開いた部分を、前記取り扱いデバイス
の放射線遮蔽部分で覆うことを包含する、請求項１～請求項３のうちのいずれか１項に記
載の方法。
【請求項６】
　前記放射性医薬品のカプセルを患者に投与することを包含する、請求項１～請求項５の
うちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記接続することは、前記取り扱いデバイスのスナップ接続する部材を、前記放射性医
薬品の容器の嵌合部材にパチンと嵌めることを包含する、請求項１～請求項６のうちのい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記嵌合部材から前記スナップ接続する部材を外すことと、前記放射性医薬品の容器か
ら前記取り扱いデバイスを離すこととを包含する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの回転部材を軸の周りで回転させ、該軸に沿って該スナップ接続する部
材に向けて別の部材を伸ばすことによって、前記スナップ接続する部材を作動させること
を包含する、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　ユーザが放射性医薬品のカプセルを取り扱っている間の放射線に対するユーザの被曝を
減少させる方法であって、
　細長い取り扱いデバイスのハンドルから少し離れて、該放射性医薬品のカプセルを取り
外し可能に支持することと、
　該取り外し可能に支持している間、該放射性医薬品のカプセルから放射される放射線を
遮蔽することと
　を包含する、方法。
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【請求項１１】
　前記取外し可能に支持することは、前記細長い取り扱いデバイスの取り付けメカニズム
と係合する前記放射性医薬品のカプセルを有する前記放射性医薬品の容器を受け取ること
を包含する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　スナップ接続する部材を前記放射性医薬品の容器の嵌合部分の周りにパチンと嵌めるこ
とによって、前記取り扱いデバイスを該放射性医薬品の容器に結合することを包含する、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記放射性医薬品の容器から前記取り扱いデバイスを脱着するために、前記スナップ接
続する部材を変形させることを包含する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記遮蔽することは、前記取り付けメカニズムと前記放射性医薬品の容器との間のイン
ターフェースにおいて放射線をさえぎることを包含する、請求項１１～請求項１３のうち
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記取り外し可能に支持している間に、前記放射性医薬品の容器を遮蔽材料で覆うこと
を包含する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　放射性医薬品のカプセルを取り扱うためのデバイスであって、
　細長い本体と、
　該細長い本体の第１の端部の近くに配置された接続先端であって、該接続先端は、放射
性医薬品の容器に結合され、該放射性医薬品の容器は、その中に配置された放射性医薬品
のカプセルを含む、接続先端と、
　該細長い本体の第２の端部の近くに配置された解放メカニズムであって、該解放メカニ
ズムは、該接続先端を引込み可能に係合する解放部材に調節可能に結合されている、解放
メカニズムと
　を備えている、デバイス。
【請求項１７】
　前記細長い本体は、放射線遮蔽材料を備えている、請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記放射性医薬品の容器は、放射線遮蔽材料を備えている、請求項１６または請求項１
７に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記接続先端は、前記放射性医薬品の容器の嵌合部材と係合されるスナップ接続する部
材を備えている、請求項１６～請求項１８のうちのいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項２０】
　放射性医薬品のカプセルを取り扱うためのデバイスであって、
　該放射性医薬品のカプセルからユーザを遠ざけるように構成された細長い本体と、
該細長い本体の第１の端部の近くに配置された接続先端であって、該接続先端は、放射性
医薬品の容器に結合されるように構成され、該放射性医薬品の容器は、その中に放射性医
薬品のカプセルを保持するように構成されている、接続先端と、
　該細長い本体の第２の端部の近くに配置された解放メカニズムであって、該解放メカニ
ズムは、解放部材を操作するように構成されており、該解放部材は、該放射性医薬品の容
器から離れるように、該接続先端を付勢するように構成されている、解放メカニズムと
　を備えている、デバイス。
【請求項２１】
　前記細長い本体は、放射線遮蔽材料を備えている、請求項２０に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記接続先端は、嵌合部分を係合するように構成されたスナップ接続する部材を備えて
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いる、請求項２０または請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記接続先端は、前記放射性医薬品の容器の嵌合部分の周りに延びるように構成されて
いる、請求項２０に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、放射性医薬品の容器内に格納される／された放射性医薬品のカプセ
ルを取り扱うことに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このセクションは、以下で記述および／または主張される、本発明の様々な局面に関連
し得る当該分野の様々な局面を読者に紹介することを意図されている。この考察は、読者
に背景情報を提供することにより、本発明の様々な局面のより良い理解を容易にするのを
助けると考えられる。従って、これらの主張は、この観点で読み取られるべきであり、従
来技術の容認として読み取られるべきではないということが理解されるべきである。
【０００３】
　放射性物質で満たされた容器を取り扱うときに、放射性物質から放射される放射線への
長期の被曝を回避するために特に注意を払うことが望ましくなり得る。例えば、注意を払
う者が、（例えば、腫瘍の）処置の目的のために、ヨード１３１で患者を治療するために
治療または調製しているときに、ヨード１３１のカプセルを含むバイアルに対する露出を
回避または制限することが望ましくなり得る。取り扱われていないときには、放射性物質
の容器またはバイアルは、通常、鉛またはタングステンで作られ、かつ、同じ材料の蓋に
よって蓋をされた厚い壁の円筒のような放射線遮蔽筐体内に格納されているということに
留意されたい。
【０００４】
　カプセルの形式で投与されるヨー化ナトリウム－１３１（Ｎａ１３１Ｉ）が、甲状腺疾
患（例えば、甲状腺亢進および甲状腺癌）を有する患者を治療するために使用され得る。
関連文献における様々な言及が、Ｉ－１３１の放射能の適切に定められた量の投与が、か
かる治療の効力と、かかる治療からの（命に関わる）副作用が存在しないこととに関連す
る。この定められた量は、例えば、疾患のタイプ、実際の投与に先立つ診断手順の間に甲
状腺によって吸収される放射性ヨードの量、患者の年齢、医師が送達したい放射線の線量
などに依存し得る。
【０００５】
　患者の最適なケアを達成するために、患者に投与されるＩ－１３１のカプセルの正確な
放射能の含有量を測定することが重要である。この測定は、適切なイオン化チャンバにお
いて行われる。しかしながら、カプセルの放射能が、非常に高いことがあり得る。例えば
、７．４ＧＢｑ（２００ｍＣｉ）のカプセルが、時には測定され、次に、悪化した甲状腺
癌を有する患者に投与される。従って、このレベルの放射能を放射するカプセルが、放射
線遮蔽筐体の外側にある時間は、カプセルを取り扱う間の、放射線に対する病院のスタッ
フの被曝を減少させるために短くなければならない。さらに、放射線の被曝をさらに減少
させるために、カプセルは、材料を取り扱うあらゆる人から充分に離れた距離で保持され
なければならない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の特定の局面が、以下で述べられる。これらの局面は、単に、本発明が取り得る
特定の形式の簡単な要約を読者に提供するために提示されているということと、これらの
局面は、本発明の範囲を限定することを意図されているものではないということとが理解
されるべきである。むしろ、本発明は、以下では述べられないこともあり得る様々な局面
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を包含し得る。
【０００７】
　本発明の実施形態は、放射性物質が放射線遮蔽筺体の外側にある時間を最小化するため
に、放射性物質が迅速かつ安全に取り扱われることを可能にすることに関する。本発明の
実施形態は、さらに、物質が、取り扱う者の手から適切に離れた距離を保たれるというこ
とを確実にする、放射性物質の取り扱い方法を目的とされている。
【０００８】
　本発明の第１の局面は、放射性医薬品のカプセルを取り扱う間の放射線に対する被曝を
減少させる方法に関する。特に、充分に細長い取り扱いデバイスが、放射線遮蔽筐体の中
に挿入され、該放射線遮蔽筐体は、放射性医薬品の容器を保持し、放射性医薬品のカプセ
ルが、容器の中に配置されている。次に、細長い取り扱いデバイスは、容器に対して取り
扱いデバイスを操作することによって、放射性医薬品の容器に接続される。例えば、完全
な接続を形成する１つの迅速かつ信頼できる方法は、取り扱いデバイスを容器にパチンと
嵌めることを含み得る。次に、放射性医薬品の容器は、取り扱いデバイスを介して放射線
遮蔽筐体からを取り外される。取り扱いデバイスからの容器の迅速かつ容易な解放を可能
にする１つの方法は、デバイスと容器との間に完全な接続を提供するために利用されるス
ナップ接続する部材に作用する解放メカニズムの使用を含み得る。言い換えると、適切な
解放メカニズムが、容器からデバイスの接続を断つために利用され得る。この方法の全体
を通して、容器の中のカプセルからの放射線に対する被曝を制限するために、充分な距離
が、ユーザ（例えば、ユーザの手）と放射性医薬品の容器との間に維持される。
【０００９】
　本発明の取り扱いデバイスの使用は、放射性物質の迅速かつ効率的な取り扱いを可能に
し、それにより物質が遮蔽筐体の外側にある時間を限定すると言い得る。細長い取り扱い
デバイスの使用は、ユーザが放射性物質とユーザ（例えば、ユーザの手）との間で一定の
距離を維持すること、および／または放射線の遮蔽を提供することを可能にし、それによ
り放射性物質を用いて働く人物に対する放射線の被爆のリスクを減少させると言い得る。
【００１０】
　本発明の第２の局面は、ユーザが放射性医薬品のカプセルを取り扱っている間の、放射
線に対するユーザの被曝を減少させる方法に関する。この方法において、放射性医薬品の
カプセルは、細長い取り扱いデバイスのハンドルから少し離れて、取り外し可能に支持さ
れる。さらに、放射性医薬品のカプセルが、細長い取り扱いデバイスによって、取り外し
可能に支持されている間、ユーザは、放射性医薬品のカプセルから放射される放射線から
遮蔽される。
【００１１】
　本発明の第３の局面は、（例えば、本明細書において記述された方法での使用のための
）放射性医薬品の取り扱いデバイスに関する。取り扱いデバイスは、細長い本体と、細長
い本体の第１の端部の近くに配置される接続先端とを含む。この接続先端は、（例えば、
中に放射性医薬品のカプセルを配置される）放射性医薬品の容器に結合され得る。さらに
、取り扱いデバイスは、細長い本体の第２の端部の近くに配置された解放メカニズムを含
む。この解放メカニズムは、デバイスの接続先端を引込み可能に係合する解放部材に調節
可能に結合される。
【００１２】
　さらに、本発明の第４の局面は、放射性医薬品のカプセルを取り扱うためのデバイスに
関する。このデバイスは、放射性医薬品のカプセルからユーザを遠ざけるように構成され
た細長い本体を含む。さらに、デバイスは、細長い本体の第１の端部の近くに配置される
接続先端を含む。この接続先端は、（例えば、中に放射性医薬品のカプセルを保持するよ
うに構成されている）放射性医薬品の容器に解放可能に結合されるように設計されている
。さらに、デバイスは、細長い本体の第２の端部の近くに配置された解放メカニズムを含
む。この解放メカニズムは、解放部材を操作するように構成されており、該解放部材は、
放射性医薬品の容器から離れるように、デバイスの接続先端を付勢するように構成されて
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いる。
【００１３】
　本発明の様々な局面に関して上で述べられた特徴に関する様々な改良が存在する。さら
なる特徴もまた、同様に、これらの様々な局面に組み込まれ得る。これらの改良と追加的
な特徴とは、独立して、または任意の組み合わせで存在し得る。例えば、例示される実施
形態のうちの１つ以上に関して以下で考察される様々な特徴が、単独で、または任意の組
み合わせで、本発明の上で記述された局面の任意のものに組み込まれ得る。もう一度言う
が、上で提示された簡単な要約は、請求された主題に対して限定することなく、本発明の
一定の局面と背景とを読者に熟知されることのみを意図されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　添付の図面を参照して、以下の詳細な記述が読まれたときに、本発明の様々な特徴、局
面、および利点が、より良く理解され得、図面においては、同様な文字は、図面全体を通
して同様な部分を表す。
【００１５】
　本発明の１つ以上の特定の実施形態が、以下で記述される。これらの実施形態の正確な
記述を提供する取り組みにおいて、実際の実装の全ての特徴が、明細書に記述されないこ
ともあり得る。任意の工学的計画または設計計画におけるような、任意のかかる実際の実
装の開発において、様々な実装特有の判断が、１つ実装から別の実装で変化し得るシステ
ム関連の制約およびビジネス関連の制約との適合性のような、開発者の特定の目的を達成
するために行われなければならないということが理解されるべきである。さらに、かかる
開発の取り組みは、複雑かつ時間のかかるものであり得るが、それでもやはり本開示の利
益を有する当業者にとっては、設計、製作、製造の決まりきった仕事であるということが
理解されるべきである。
【００１６】
　図３は、本発明の例示的な実施形態に従った、放射線遮蔽筐体から抜き取られた放射性
医薬品の容器に結合された取り扱いデバイスの側面立面図である。特に、図３は、放射性
医薬品の容器２を取り扱うための取り扱いデバイス１を例示しており、放射性医薬品のカ
プセル３が、放射性医薬品の容器２内に配置されている。取り扱いデバイス１は、先端５
を有する細長い本体４を含む。例示された実施形態において、本体４は、取り扱いデバイ
ス１の様々な機能要素を収容する中空チューブを含む。さらに、接続メカニズム６が、容
器２に取り扱いデバイス１を解放可能に接続するために、細長い本体４の先端５に、また
はその近くに配置されている。例示された実施形態において、この接続メカニズム６は、
容器２とのスナップ接続を確立するために配置され、かつ、複数の弾力的で可撓性がある
スナップ接続する部材７を含み、各スナップ接続する部材７は、容器２の突出する周囲フ
ランジ９を係合する誘導面８を有する。取り扱いデバイス１および／または容器２は、放
射線遮蔽材料（例えば、鉛、または鉛含浸のプラスチック）を含み得るということに留意
されたい。
【００１７】
　取り扱いデバイス１は、接続メカニズム６に作用する解放メカニズム１０をさらに含み
得る。このようにして、容器３内の放射性医薬品のカプセル３は、取り外し可能に支持さ
れ得る。取り外し可能に支持されるという用語は、物体が解放され得るか、または取り外
され得るように、物体を支持することとして定義され得る。例えば、放射性医薬品のカプ
セル３は、取り扱いデバイス１から解放され、そして容器２から取り外され得る。解放メ
カニズム１０は、スナップ接続する部材７を変形させ、スナップ接続する部材７を変形さ
せられた状態で保持するように構成され得る。そのためには、解放メカニズム１０は、本
体４内に動くように配置された変形させる部材１１と、変形させる部材１１と動作するよ
うに結合された動作メカニズム１２とを含み得る。変形させる部材１１が、スナップ接続
する部材７を変形させない引込んだ休止位置（図４）と、変形させる部材１１が、容器２
から取り扱いデバイス１の接続を断つために、スナップ接続する部材７を係合して変形さ
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せる伸びた解放位置（図１０）との間で、変形させる部材１１は本体４の軸Ａに沿って滑
動可能であり得る。さらに、変形させる部材１１は、複数の係合面を有するシャフトを含
み得、係合面のそれぞれが、スナップ接続する部材７のうちの１つに対応する。
【００１８】
　容器２の解放を制御するために、取り扱いデバイス１は、変形させる部材１１を引込ん
だ休止位置に付勢するための付勢メカニズム１３（例えば、弾力的なコンポーネント）を
さらに備えている。例示された実施形態において、変形させる部材１１は、肩部１４を画
定する段を付けられた構成を有する。付勢メカニズム１３は、変形させる部材１１の狭ま
った部分の周りに配置され、かつ、肩部１４とロッキングリング１５との間に保持された
圧縮バネを含み得、該ロッキングリング１５は、図４に例示されたように、軸受けとして
も働く。
【００１９】
　動作メカニズム１２は、付勢メカニズム１３の作用に抵抗して、変形させる部材１１を
伸びた解放位置に押しやるように適合されている。取り扱いデバイス１の偶発的な動作を
回避するために、解放メカニズム１０は、両手で操作するように適合され得る。このため
に、動作メカニズム１２は、本体４の中に配置された２つの回転するコンポーネント１６
および１７を含み得る。これらの回転するコンポーネント１６、１７は、軸の周りで相互
に回転可能であり、かつ、同じ軸Ａに沿って滑動可能であり得る。さらに、回転するコン
ポーネント１６、１７は、回転するコンポーネント１６、１７の軸方向の回転に基づく伸
びを容易にするように、本体４の軸Ａに対して傾斜して延びている相互に係合する面１８
、１９を有する。さらに、回転するコンポーネント１６、１７は、ピン２２を収容する同
軸のボア２０、２１を含み得、該ピン２２の周りを、回転するコンポーネント１６、１７
が回転し得る。
【００２０】
　回転するコンポーネント１６は、変形させる部材１１に結合され得（例えば、変形させ
る部材１１と一体に形成され得）、一方、回転するコンポーネント１７は、本体４から突
出している旋回ノブ２３に結合され得る。例示された実施形態において、ノブ２３を担持
する回転するコンポーネント１７は、本体４内に回転可能に配置され、かつ、回転するコ
ンポーネント１７の狭まっている端を囲むロッキングリング２７によって本体４内に保持
されている。ロッキングリング２７は、回転するコンポーネント１７（図７）を回転させ
るための軸受けとしても働き得る。変形させる部材１１を担持する回転するコンポーネン
ト１６は、本体４内に滑動可能に配置され得る。回転するコンポーネント１６が本体４内
で回転するのを防止するために、回転するコンポーネント１６は、横方向のボア２４を有
し得、該横方向のボア２４の中に、抗回転ピン２５が挿入され得る。この抗回転ピン２５
は、本体４内に形成される長手方向のスロット２６の中に滑動可能に受け取られ得る。
【００２１】
　例示された実施形態において、変形させる部材１１は、多数の係合面３０を有するプロ
ペラ形の変形する要素２９を担持するシャフト２８を有し、各係合面３０は、スナップ接
続する部材７のうちの１つに対応している。従って、動作メカニズム１２の使用を介して
、変形させる部材１１を伸びた位置に動かすと、係合面３０が、スナップ接続する部材７
の内側と接触し、これらのスナップ接続する部材７を放射性医薬品の容器２のフランジま
たはリッジ９から脱着するように外側に曲げる。（図１０）。
【００２２】
　取り扱いデバイス１の例示された実施形態において、先端５は、使い捨ての中空先端部
分３１によって形成され、該使い捨ての中空先端部分３１は、本体４に解放可能に接続さ
れる。先端５が繰り返しの使用などにより使い古されたときの交換を容易にするために、
先端５は、使い捨てであり、本体４に解放可能に接続され得る。先端部分３１は、テーパ
ーを付けられており、比較的に幅が広い開口部３２と比較的に幅が狭い開口部３３とを有
する。幅が狭い開口部３３は、スナップ接続する部材７の自由端によって画定され得る。
幅が広い開口部３２が滑動させられ、変形させる部材１１が突出している本体４の端の回
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りで留められ得るように、幅が広い開口部３２は配置され得る。さらに、幅が広い開口部
３２は、内側に突出する弾力的なリッジ３４を提供され得、該内側に突出する弾力的なリ
ッジ３４は、過度な力を必要とすることなく、先端部分３１が本体４から解放されること
を可能にしながら、ぴったり閉まることを容易にする。先端部分３１に接続されたときの
容器２の動きを制限するために、内側に延びている支持３５が、スナップ接続する部材７
のそれぞれの間に配置され得る。
【００２３】
　容器２は、放射性医薬品のカプセル３を含む間に、取り扱いデバイス１を使用して取り
扱われ得る。例えば、容器２は、取り扱いデバイス１を使用して、放射線遮蔽筐体３６か
ら取り外され得る。最初に、本体３７と蓋３８とから成り得る放射線遮蔽筐体３６は、本
体３７から蓋３８を回して外すことによって開かれ得る（図１）。蓋３８は、プラグタイ
プの蓋３９を担持しており、該プラグタイプの蓋３９は、容器２を密閉するか、または閉
じるために動作するので、蓋３８を回して外すことは、実質的に、容器２が開かれること
を同時にもたらし得る（図２）。容器２は、放射線遮蔽筐体の本体３７内に配置され得、
容器２のフランジ９は、本体３７から突出し、それにより取り扱いデバイス１が容器２と
容易に結合することを可能にする。蓋３８とプラグタイプの蓋３９とが取り外された後、
取り扱いデバイス１は、放射線遮蔽筐体３６の中に挿入され、スナップ接続する部材７を
介して容器２に接続され得、該スナップ接続する部材７は、フランジ９を係合し得る。フ
ランジ９を係合するために、取り扱いデバイス１が容器２の上に降ろされ、誘導面８が容
器のフランジ９の傾斜する縁に沿って滑らされるにつれて、スナップ接続する部材７が、
外側に曲げられ得る。最終的に、誘導面８は、フランジ９の上を滑るように押され得、次
に、フランジ９との連結係合を確立するように曲がって戻る（図４）
　取り扱いデバイス１が容器２に接続された後、容器２は、取り扱いデバイス１を用いて
、容器２を筐体本体３７から引っぱることにより、つまり、容器２と筐体本体３７との間
のスナップ接続４０を解放することによって、放射線遮蔽筐体３６から取り外される（図
３）。次に、容器２は、輸送および／または取り扱いの準備が整い得る。例えば、容器２
は、カプセル３の放射能の含有量を測定するための、ウェルタイプのイオン化チャンバの
中への挿入の準備が整い得る。別の例において、容器２は、患者によるカプセル３の摂取
を容易にする準備が整い得る。一部の実施形態において、取り扱いデバイス１と容器２と
は、放射線遮蔽材料を含み、それにより輸送の間に容器２の中からの放射線にユーザを被
曝させる可能性を減少させるということに留意されたい。特定の実施形態において、容器
２が取り扱いデバイス１と接続された状態にある間は、取り扱いデバイス１は放射線遮断
材料で容器２を覆い得る。言い換えると、取り扱いデバイス１と容器２との間のインター
フェースが、容器２の開放端に対する放射線遮蔽カバーとして働き得る。
【００２４】
　カプセル３の放射能の含有量を測定することが望ましい場合、カプセル３を保持してい
る容器２が、取り扱いデバイス１を使用して、イオン化チャンバの中に挿入され得る。挿
入後、イオン化チャンバは、容器２内の物質（例えば、カプセル３）の放射能を測定する
ために作動され得る。イオン化チャンバは、ウェル形状であるので、細長い取り扱いデバ
イス１は、放射能の測定に対して認識可能な影響を有し得ない。所望の情報が獲得された
後、容器２は、取り扱いデバイス１を用いてイオン化チャンバから引き抜かれ、放射線遮
蔽筐体３６に戻され得、該放射線遮蔽筐体３６において、容器２は、再び本体３７の中に
押し込まれ、それによりスナップ接続４０を再確立し得る。
【００２５】
　本体３７内の容器２を元へ戻した後、容器２は、動作メカニズム１２を使用して、取り
扱いデバイス１から解放され得る。動作メカニズム１２を介してこの解放を達成するため
に、ユーザは、一方の手で、取り扱いデバイス１の本体４を保持し、他方の手で、ノブ２
３を保持し得る。動作メカニズム１２は、解放部材に調節可能に結合され得、該解放部材
は、スナップ接続する部材７を引込み可能に係合し得る。用語「調節可能に結合される」
は、１つのコンポーネントの操作が別のコンポーネントの調節を容易にするような、２つ
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以上のコンポーネント間の結合として定義され得る。用語「引込み可能に係合される」は
、１つのコンポーネントが第２のコンポーネントと係合されているか、または係合から引
込められ得るようなコンポーネントの配置として定義され得る。両手を使用して、本体４
に対してノブ２３を旋回させることによって、部分１６、１７が、互いに対して回転させ
られ得る。互いに係合する角度を付けられた面１８、１９によって、部分１６、１７が、
図８および図９に示されたように、離れたところに押され得る。このようにして、取り扱
いデバイス１から容器２の接続を断つために、変形させる部材１１が伸ばされ、それによ
り付勢バネ１３を圧縮し、取り扱いデバイス１から容器２を切り離すように、スナップ接
続する部材７を外側に曲げ得る。ユーザが取り扱いデバイス１におけるユーザの握りを解
放したときに、付勢バネ１３が、変形させる部材１１を引込んだ位置に戻るように押しや
り、それにより部分１６、１７を回転させ、その結果本体４とノブ２３とを回転させ、そ
れらの最初の位置に戻し得る。
【００２６】
　取り扱いデバイス１が容器２から接続を断たれた後に、患者がカプセル３を摂取するこ
とが望ましい場合には、患者が、開いた容器２を保持している本体３７を手に取り、カプ
セル３を飲み込むために、容器２を唇に置き得る。一部の実施形態において、最初に、蓋
３８が、本体３７に戻るようにねじって閉められ、それにより放射線遮蔽筐体３６と容器
２とを同時に閉じ得る。次に、患者が放射性材料３を飲み込む準備ができるまで、筐体３
６は、一時的に格納されるか、または患者が放射性材料３を待っている場所に、筐体３６
が輸送され得る。さらに、一部の実施形態において、取り扱いデバイス１は、容器２およ
びカプセル３を、患者がカプセル３を摂取することを可能にするより便利なデバイスに移
送するために利用され得る。
【００２７】
　本発明の要素または本発明の様々な実施形態を紹介するときに、冠詞「１つ」、「１つ
の」、「その」および「該」は、１つ以上の要素が存在するということを意味することを
意図されている。用語「備えている」、「含む」および「有する」は、包含的であること
を意図され、列挙された要素以外にも追加的な要素が存在し得るということを意味する。
さらに、「上部」、「下部」、「上」、「下」、およびこれらの用語の変化形は、利便性
のために使用され得るが、コンポーネントの特定の向きを全く必要とするものではない。
【００２８】
　本発明は、様々な改変および代替の形式が可能であるが、特定の実施形態が、図面にお
いて例として示され、かつ、本明細書において詳細に記述されてきた。しかしながら、本
発明は、開示された特定の形式に限定されることを意図されてはいない。むしろ、本発明
は、添付の特許請求の範囲によって定義されるような、本発明の精神および範囲の中にあ
る全ての改変、均等物、および代替案を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、２部分の円筒の放射線遮蔽筐体の斜視図であり、該２部分の円筒の放射
線遮蔽筐体においては、放射性医薬品を保持する放射性医薬品の容器が格納されている。
【図２】図２は、開いた構成における、図１の放射線遮蔽筐体の断面図であり、放射性医
薬品の容器が、放射性医薬品のカプセルを保持している。
【図３】図３は、放射線遮蔽筐体から抜き取られた放射性医薬品の容器に結合された取り
扱いデバイスの側面立面図である。
【図４】図４は、取り扱いデバイスの接続および解放のメカニズムを示す、図３の取り扱
いデバイスの先端部分の拡大断面図である。
【図５】図５は、図４の変形させる解放メカニズムの上面図である。
【図６】図６は、放射性医薬品に結合された取り扱いデバイスの先端部分の上面斜視図で
ある。
【図７】図７は、取り扱いデバイスの本体の断面図である。
【図８】図８および図９は、変形させる部材の引込んだ位置と伸びた位置とを画定する２
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つの極端な状態における、解放メカニズムの回転部分を示す概略的断面図である。
【図９】図８および図９は、変形させる部材の引込んだ位置と引き伸ばされた位置とを画
定する２つの極限の位置における、解放メカニズムの回転部分を示す概略的断面図である
。
【図１０】図１０は、スナップ接続する部材を変形させることによって、取り扱いツール
から接続を断たれる放射性医薬品の容器を示す、図３の取り扱いデバイスの先端部分の拡
大断面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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